


『実証!「地域力」醸成プログラム』

島根県教育庁社会教育課

～今、しまねの公民館がおもしろい!～



公民館とは・・・

公民館は、社会教育法に基づき住民の実際生活に即し
て行われる教育文化活動を支援するために設置された。

「住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社
会福祉の増進など、人々が自分の力でくらしを切り拓く知
恵と力を身につける場」であり、公民館職員は「人々のそ
のような営みを援助」する。



公民館の事業とは・・・

◆地域の実情を加味しながら、学びを通して多種多様な
事業が実施されている。

◇青少年の奉仕活動・体験活動事業

◇家庭教育・子育て支援の事業

◇学校との連携・融合の事業 ◇高齢者教育事業

◇男女共同参画事業 ◇人権教育事業

◇地域の伝統文化に係る保存・継承事業

◇地域福祉事業 ◇世代間交流事業

◇生涯スポーツ事業

◇安心・安全なまちづくり事業 など



島根の公民館の現状

◆県内公民館等（コミュニティセンター、交流センターなど）
の数 ２１市町村 ３４６館

（そのうち職員が配置されている公民館２９２館）

◆おおむね小学校区に設置され、地域住民と密着した公民
館の活動は、市町村合併後の地域において「最後の砦」と
なる貴重な社会資源である。

◆多種多様な方法で運営されている

・設置運営形態（公設公営方式、公設自主運営方式など）

・所管部局（教育委員会所管、首長部局所管）

・職員体制（市町村職員、協議会職員、

常勤職員・非常勤職員） など



公民館活動を通じて「地域力」を醸成す
るプロセスに光を当てながら、「地域力」
の重要性についての世論喚起

H19年度～

実証! 「地域力」醸成プログラム

地域の力を育み、
地域の元気を取り戻す



「地域力」とは・・・

住民が自ら地域の課題を掘り下げ、その
解決に向けた主体的な学習・実践活動に
結びつけていく力、すなわち自治・自立の
理念に基づく地域の底力のことを表してい
ます。
「ソーシャル・キャピタル」とも呼ばれてい
ます。



【事業内容】

◆島根県公民館連絡協議会に「モデル公民館選定委員
会」を設置
◆県内の公民館等から公募した企画提案について、そ
のプレゼンテーションを直接聴取する方法で審査し、
モデル公民館を選定
◆モデル公民館

H19年度・・・・・新規12ヶ所 〔予算 4,000千円〕
H20年度・・・・・新規12ヶ所、継続12ヶ所

〔予算 8,000千円〕
H21年度・・・・・新規13ヶ所、継続24ヶ所

〔予算 12,000千円〕
H22年度・・・・・新規10ヶ所、継続25ヶ所

〔予算 10,000千円〕



【H22年度 企画プレゼンテーション大会 (20１０.6.29)】

◆県内15ヶ所の公民館等
が参加
◆市町村職員、公民館等
職員、県職員等

３２０名参加



【モデル公民館選定委員会】

＜選定委員＞
◆学識経験者
◆報道関係者
◆社会教育関係者
◆公民館長OB 等

＜審査基準＞
◆テーマ設定の背景と考え方
◆「地域力」を実証する説得力
◆地域住民を巻き込む仕掛け
◆県民の注目度 等



【プレゼンテーション参加状況 (H19～)】

応募数 延べ7８ヶ所(延べ13９館)

【 20／県内21市町村】

選定数 47ヶ所(97館)

【15／県内21市町村】

県内公民館数：3４６館


